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 （趣旨） 

第１条 この規程は、文化財の保護・保存のために要する経費について、文化財の所有者

の一時的な負担に対して、「文化財保護基金」の基金および滋賀県文化財保護資金貸付要

綱に基づき借受けた資金等を貸付けることにより当該事業が円滑に行われることを趣旨

として、貸付けについて必要な事項を定めるものとする。 

 （貸付対象となる文化財の範囲） 

第２条 資金の貸付対象となる文化財は、文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）または

滋賀県文化財保護条例（昭和 31 年滋賀県条例第 57 号）もしくは市・町・村の条例によ

り指定された文化財、文化財保護法により登録を受けた文化財およびこれらに準ずるも

の（以下「文化財」という。）とする。 

 （貸付対象となる事業の範囲） 

第３条 資金の貸付対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。ただし、営利を目

的とする事業は、対象としない。 

  (1) 文化財の修理に関する事業 

  (2) 文化財の保全に必要な防災施設その他の環境整備事業 

  (3) 文化財の公開、記録に関する事業 

  (4) 前各号のほか、文化財の保存について必要と認める事業 

 （貸付けの要件） 

第４条 資金の貸付けを受けることができるものは、次の各号の要件を備えた文化財の所

有者または管理者（協議会等の任意団体を含む）に限るものとする。 



  (1) 前条の事業を行う場合において、当該事業に要する経費の全部または一部を一時に

負担することが困難であるもの。 

  (2) 前条の事業を行った後、その事業にかかる文化財を適切に保存する見込のあるもの。 

  (3) 貸付けた資金について償還能力があるもの。 

２ 資金の貸付けを受けることのできる文化財の所有者または管理者（協議会等の任意団

体を含む）は、次の各号のいずれにも該当する者でないこと。 

(1)  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(2)  暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3)  自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目

的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者 

    (4)  暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接

的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者 

 (5)  暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

    (6)  同項第１号から第５号までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これ

を不当に利用するなどしている者 

(7)  同項第２号から第６号に掲げる者が、その運営等に実質的に関与している法人その

他の団体または個人でないこと。 

 （貸付条件） 

第５条 資金の貸付条件は、次の各号の定めるところによる。 

  (1) 利 息 無利子 

  (2) 貸付手数料 当初に貸付手数料として貸付金額１％を納めること。 

  (3) 貸 付 期 間 ７年以内 

  (4) 償 還 方 法 ・据置期間 １年以上１年６ヵ月未満 

          ・均等年賦または均等半年賦償還 

  (5) 償 還 期 日 ・毎年２月１日および８月１日 

          ・据置期間１年を経過した後最初の２月１日または８月１日を第１回

の償還日とする。 

  (6) 延 滞 利 息 延滞金について年 7.5％ 

 （借入申込み） 

第６条 資金の借入申込みは、文化財保護資金借入申込書（別記様式第 1 号）によるもの

とする。 

２ 前項の借入申込書には、次の書類を添付するものとする。 

  (1) 事業実施計画書（別記様式第 2号） 

  (2) 収支予算書（事業に関する仕様書および見積書を添付すること） 

  (3) 償還財源充当計画書（別記様式第 3号） 



  (4) 資金の借入れについて必要と認める書類 

 （債務保証） 

第７条 貸付金の償還についてその債務保証のため、借入申込書に保証人２名が連署する

ものとする。 

２ 保証人は、借受人に償還能力が欠けた場合は連帯してその責を負うものとする。 

３ 保証人になろうとする者は、保証契約締結前に、原則として公証役場で保証意思確認

の手続きを行い、保証契約締結の日前 1 ケ月以内に「保証意思宣明公正証書」を作成す

るものとする。 

４ ただし、次の各号に掲げる者については、前項に定める保証意思の確認を不要とする。 

  (1) 主債務者が法人の場合における、その法人の理事、取締役、執行役および議決権の

過半数を有する株主等 

  (2) 主債務者が個人の場合における、主債務者と共同して事業を行っている共同事業者

および主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者 

 （貸付けの決定） 

第８条 理事長は、第６第１項の借入申込書を受理したときは、その申込みが第２から第

４までおよび第７の要件をそなえ、かつ、資金の貸付けが適当であるかどうかを貸付審

査会で審査のうえ決定するものとする。 

２ 貸付審査会については、別に定める。 

３ 理事長は、第１項の規定によって貸付の決定をしたときは、文化財保護資金貸付決定

書（別記様式第 4 号）を電子メールまたはファクシミリ通信により借入申込者に通知す

るものとする。 

 （借用証書等の提出） 

第９条 第８第３項により貸付けを受けた者は、文化財保護資金借用証書（別記様式第 5

号）を提出するものとする。 

２ 保証人が第７条第４項に該当しない場合は、同条第３項に定める「保証意思宣明公正

証書」を提出するものとする。 

第１０条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。 

 

 

   付  則 

この規程は、昭和４６年 ４月１日から施行する。 

この規程は、昭和４７年１１月２８日から施行する。 

この規程は、昭和５３年 ６月１日から施行する。 

この規程は、昭和５４年 ４月１日から施行する。 

この規程は、昭和５８年 ４月１日から施行する。 

この規程は、平成 元年 ４月１日から施行する。 



この規程は、平成１６年 ４月１日から施行する。 

この規程は、平成２１年 ４月１日から施行する。 

この規程は、平成２４年 ４月１日から施行する。 

この規程は、平成２９年 ４月１日から施行する。 

この規程は、令和 ３年 ４月１日から施行する。 

 


